
 
令和４年７月２７日 

国土交通省関東地方整備局 
建設業協会 さま 

 お知らせ  

関東地方整備局における「総合評価落札方式の適用ガイドライン

（令和４年度版）」及び「入札・契約、総合評価適用ガイドブック

（工事）」の改定について 
 

「関東地方整備局における総合評価落札方式の適用ガイドライン」は、令和４年３月８日

開催の「関東地方整備局総合評価審査委員会」の審議を経て策定した「令和４年度 入札・

契約、総合評価の実施方針」に基づいて改定を行いましたのでお知らせします。本ガイド

ラインは、令和４年８月１日以降に公告となる案件から適用します。また、合わせて、入

札・契約総合評価適用ガイドブック（工事）を改定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
なお、「ガイドライン」及び「入札・契約、総合評価適用ガイドブック（工事）」は、

関東地方整備局ＨＰに掲載しています。 
掲載場所：関東地整ＨＰ＞技術情報＞工事関係＞総合評価落札方式 
ＵＲＬ ：http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000004.html 

 

問合せ先 国土交通省 関東地方整備局 企画部 技術調査課 

     ＴＥＬ  048-600-1332 

○主な改定内容 

 

・「関東地方整備局における入札・契約制度」を章立てし、施工時期の平準化に向けた

取組等を記載しました。 

 

・令和４年３月８日に開催した関東地方整備局総合評価審査委員会の審議を経て策定

した「令和４年度入札・契約、総合評価の実施方針」を反映しました。 

 

・従業員への賃上げを実施する企業に対する加点評価を適用しました。 

 

・「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領」が令和４年

３月３０日付けで改正されたことを踏まえ、ワーク・ライフ・バランス関連認定企

業の評価を見直しました。 

http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000004.html


国土交通省
関東地方整備局

令和４年度版「関東地方整備局における総合評価落札方式の適用ガイドライン」

概要と見直し及び改定の内容

１．概 要

令和４年度の「関東地方整備局における総合評価落札方式の適用ガイドライン」は、令
和４年３月８日開催の「関東地方整備局総合評価審査委員会」の審議を経て策定した、
「令和４年度入札・契約総合評価の実施方針」に基づき変更及び改定したもので、令和４
年８月１日以降に公告する案件から適用します。

２．令和４年度見直し及び改定の内容

 「関東地方整備局における入札・契約制度」を章立てし、施工時期の平準化に向けた
取組等を記載しました。

 令和４年３月８日に開催した関東地方整備局総合評価審査委員会の審議を経て策定し
た「令和４年度入札・契約、総合評価の実施方針」を反映しました。

 従業員への賃上げを実施する企業に対する加点評価を適用しました。

 「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領」が令和４年
３月３０日付けで改正されたことを踏まえ、ワーク・ライフ・バランス関連認定企業
の評価を見直しました。



国土交通省
関東地方整備局（参考） 令和４年度 入札・契約、総合評価 実施方針

令和４年度 入札・契約、総合評価 実施方針【工事】
（主な変更点）

項目 R4実施方針 従来の実施状況

評価
項目
配点

✔変更理由、内容
更なる担い手確保の観点から若手技術者活用促進のため、「若手技術者活用評価型」の配点の変更

及び若手技術者の育成指導の評価項目を追加。

・（企業の技術力）工事成績 5点
・（企業の技術力）若手技術者（35歳以下）の活用 3点
・（配置予定技術者の技術力）同種工事の工事経験 5点
・（配置予定技術者の技術力）優秀工事技術者表彰 3点
・（配置予定技術者の技術力）若手技術者の育成指導 2点 【新規項目】

・（企業の技術力）工事成績 6点
・（企業の技術力）若手技術者の活用 2点
・（配置予定技術者の技術力）工事経験 6点
・（配置予定技術者の技術力）優秀工事技術者表彰 4点

評価
項目
配点

✔変更理由、内容
更なる地域の担い手・守り手確保のため、「自治体実績評価型」の配点の変更及び評価項目を一部追

加し、名称を「自治体実績チャレンジ型」に変更。

（企業の技術力） 30点 ＋ （配置予定技術者の技術力） 10点＝40点満点
・（企業の技術力） 本発注工事に対応する工事種別の手持ち工事量

と地域貢献度（災害時の基礎的事業継続力の認定の有無）を必須評価

（企業の技術力） 20点＋（配置予定技術者の技術力） 20点
＝40点満点

評価
期間

✔変更理由、内容
都県・政令市表彰の加点の公平性を図る観点から、「都県・政令市発注工事の表彰」を評価対象期間

を見直し。
・（企業の技術力）都県・政令市発注工事の優良工事等表彰 審査基準日の月以前の1年間
・（配置予定技術者の技術力）都県・政令市発注工事の優秀工事技術者表彰

審査基準日の月以前の4年間

【施工能力評価Ⅰ型・Ⅱ型】（一般土木、As舗装、維持修繕、橋梁補修）

（評価対象期間は直轄表彰に合わせ8月～7月）

・（企業の技術力）都県・政令市発注工事の優良工事等表彰
評価期間 ： 当該年度に受彰した各種表彰

・（配置予定技術者の技術力）都県・政令市発注工事の優秀
工事技術者表彰
評価期間 ： 過去4年間に受彰した各種表彰

評価

対象
期間

✔変更理由、内容
難工事に従事した技術者へのインセンティブ付与を図る観点から、配置予定技術者の技術力「難工事

施工実績」「難工事功労表彰等」の評価対象期間を見直し。

（評価対象）
・難工事施工実績・難工事功労表彰等：現場代理人または主任（監理）技術者

（評価期間）
・難工事施工実績 ： 審査基準日の月以前の4年間
・難工事功労表彰等 ： 過去4年間に受彰

（評価対象）
・難工事施工実績：主任（監理）技術者
・難工事功労表彰等：主任（監理）技術者

（評価期間）
・難工事施工実績：審査基準日の月以前の1年間
・難工事功労表彰等：当該年度に受彰

評価
項目

✔変更理由、内容
政府調達の対象企業の賃上げを促進するため、賃上げを行う企業から優先的に調達を行うため技術

評価点の加算点の評価項目に、「賃上げの実施に関する評価」を追加。
※令和４年４月１日以降に契約を締結する総合評価落札方式による工事のうち令和４年２月１日以降に入札・契約手続運営委員会に諮る案件に適用。

技術評価点の加算点の評価項目
技術提案、企業の能力等、技術者の能力等
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